
札幌市福祉のまちづくり条例  施設整備基準等の見直しについて

１　国におけるバリアフリー基準の見直し

• 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（通称バリアフリー法）により、2,000㎡以上の特別
特定建築物を建築する際には、バリアフリー法施行令で定められている建築物移動等円滑化基準に適合させな
ければならない。

• 建築物移動等円滑化基準のうち、「便所」及び「駐車場」に係るものの見直し並びに「劇場、観覧場、映画館若しく
は演芸場又は集会場若しくは公会堂（以下、「劇場等」という。）の客席」に係るものの創設に対する社会的要請が
高まっているとして、令和６年６月に改正政令公布、令和７年６月から施行された。

２　バリアフリー法施行令の主な改正内容

項目 旧国基準 新しい国基準 札幌市の整備基準

便所 不特定多数の者等が利用する
便所のうち１以上（男子用及び
女子用の区別があるときは、
それぞれ１以上）には、車椅子
使用者用便房を１以上設け
る。

【不特定多数の者等が利用する便所の設置
基準】
●不特定多数の者等が利用する便所 は、原
則、不特定多数の者等が利用する階以上 を
設ける。
●その設置に当たっては、管理運営方法など
を勘案し、その利用に支障が生じない位置に
設ける。

多数の者が利用し、又は主に
障がい者、高齢者等が利用す
る便所を設ける場合には、そ
のうち１以上（男子用及び女子
用の区別があるときは、それぞ
れ１以上）に車椅子使用者用
便房を１以上設ける。
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項目 旧国基準 新しい国基準 札幌市の整備基準

便所 不特定多数の者等が利用する
便所のうち１以上（男子用及び
女子用の区別があるときは、
それぞれ１以上）には、車椅子
使用者用便房を１以上設け
る。

（続き）
●以下の階は、不特定多数の者等が利用す
る階から除外する。

多数の者が利用し、又は主に
障がい者、高齢者等が利用す
る便所を設ける場合には、そ
のうち１以上（男子用及び女子
用の区別があるときは、それぞ
れ１以上）に車椅子使用者用
便房を１以上設ける。

【車椅子使用者用便房の設置基準】
●車椅子使用者用便房は、原則、不特定多数
の者等が利用する便所を設ける階ごとに１箇
所以上を設ける。
●ただし、以下の場合を除く。

・地上階で、便所を設ける施設が同一敷地内か
　つその階の出入口付近にある階
・不特定多数の者等が利用する部分の床面積が
　著しく小さい階
・不特定多数の者等が滞在する時間が短い階

・地上階で、車椅子使用者用便房を設ける施設
　が同一敷地内かつその階の出入口付近にある
　場合
・当該階に設けるべき車椅子使用者用便房を別
　の階に設ける場合
・不特定多数の者等が利用する部分の床面積が
　1,000㎡未満の階を有する場合
・不特定多数の者等が利用する部分の床面積が
　10,000㎡超の階を有する場合
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項目 旧国基準 新しい国基準 札幌市の整備基準

劇場等の
客席

なし
（※建築設計標準では、「車椅
子使用者用客席・観覧席の数
は、施設内容や規模に応じ、
客席・観覧席総数の0.5～１％
以上とする。」とされている。）

●劇場等の客席における車椅子使用者用部
分は、座席の総数に対する割合で定める数
以上を設ける。
　①座席の数が400以下の場合…２以上
　②座席の数が401以上の場合…0.5％以上
●同一建築物に複数の客席（座席が並べられ
た室）を設ける場合、各客席の座席数に応じ
て必要な数以上の車椅子使用者用部分を各
客席に設ける。
●車椅子使用者用部分は、次に掲げるもので
なければならない。

●客席の出入口から車椅子使用者部分まで
の経路を移動等円滑化経路とする。

●劇場等に多数の者が利用し、
又は主に障がい者、高齢者等
が利用する観覧席等を設ける
場合には、以下に定める数以
上を設ける。
　①座席数が199以下の場合
　　…２以上
　②座席数が200以上の場合
　　…１％以上
（※ただし、構造上当該数とす
ることが著しく困難で、かつ、車
椅子使用者が円滑に観覧でき
る措置を講ずる場合を除く。）
●車椅子使用者用席は、次の
構造とする。

●観覧席等のある室の出入口
から車椅子使用者用席までの
通路は、次の構造とする。

・幅90cm以上
・奥行き135cm以上
・床は平らとする
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・幅90cm以上
・奥行き120cm以上
・床は水平とする

・幅140cm以上
・滑りにくい仕上げ
・段を設けない

移動等円滑化経路 ：障がい者や高齢
者など、誰もがスムーズに移動できるよ
う設計された経路。通路幅 120cm以上
で、段差がなく、階段等を設ける場合は
エレベーターやスロープを併設する必
要がある。
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項目 旧国基準 新しい国基準 札幌市の整備基準

駐車場 ●不特定多数の者等が利用す
る駐車場には、そのうち１以上
に、車椅子使用者用駐車施設
を１以上設ける。
●車椅子使用者用駐車施設
は、次に掲げるものでなけれ
ばならない。

●不特定多数の者等が利用する駐車場に
は、原則、駐車施設の数に対する割合で定
める数以上の車椅子使用者用駐車施設を設
ける。
　①駐車施設の総数が 200以下の場合
　　…２％以上
　②駐車施設の総数が 201以上の場合
　　…１％＋２以上
●同一敷地内に複数の駐車場を設ける場合
は、駐車施設の総数に対して必要な車椅子
使用者用駐車施設の数を算定する。
●出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自
動車に乗降することが可能な場所が設けら
れている機械式駐車場を車椅子使用者用駐
車施設として設けることも可能とする。
●車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるも
のでなければならない。

●多数の者が利用し、又は主に
障がい者、高齢者等が利用す
る駐車場を設ける場合には、
そのうち１以上に以下に定める
数以上の車椅子使用者用駐
車施設を設ける。
　①全駐車施設数が99以下の
　　場合…１以上
　②全駐車施設数が100以上
　　の場合…１％以上
●車椅子使用者用駐車施設
は、次の構造とする。

・幅350cm以上
・当該車椅子使用者用駐車施設
　から利用居室までの経路の長
　さができるだけ短くなる位置
　に設ける

・幅350cm以上
・当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室ま
　での経路の長さができるだけ短くなる位置に
　設ける

・幅350cm以上
・奥行き600cm以上
・当該車椅子使用者用駐車施設
　から利用居室までの経路の長
　さができるだけ短くなる位置
　に設ける
（※案内標識に関する規定は省
略）
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３　施設整備基準見直しの方向性

札幌市福祉のまちづくり条例  施設整備基準等の見直しについて

5

• 札幌市の整備基準は、これまで国と同等かより高い水準としており、より障がいのある方や高齢の方に配慮した
内容となるよう定めてきたところ。

• 今回の国基準の改正により、便所、劇場等の客席、駐車場の設置基準について、国基準が札幌市の基準を上回
る逆転現象が生じている（※劇場等の客席の設置割合については札幌市の方が上回っている）。

• このため、札幌市の基準を国基準に合わせる改正を行う 。
• 上記のほか、施設整備を行う上で課題となっている整備基準等について、必要な見直しを行う 。

４　改正に向けた想定スケジュール


